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お
き
願
い
ま
す
。

穀
田
恵
二
君
、
古
川
元
久
君
、
照
屋
寛
徳
君
宛
て
別
紙
書
面
を
送
付
し
ま
し
た
の
で
、
お
含

Ｐ

求
書
に
対
し
て
は
、
本
日
、
貴
院
議
員
安
住
淳
君
外
百
三
一

1

五
名
の
代
表
者
安
住

淳
君
、

な
お
、
本
年
七
月
十
六
日
衆
院
発
第
二
三
号
を
も
っ
て
送
付
の
あ
っ
た
臨
時
国
会
召
集
要

集
す
る
こ
と
を
決
定
い
た
し
ま
し
た
か

1

ら
、
よ
ろ
し
く
お
取
り
計
ら
い
願
い
ま
す
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弓

政
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、
当
面
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案
件
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、

来
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四
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召
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は
、
来
る
十
月
四
日
に
、
臨
時
国
会
を
召
集
す
る
こ
と
を
決
定
い
た
し
ま
し
た
。力

ら
、
御

ａ

さ
き
に
、
貴
殿
方
を
代
表
と
す
る
安
住
淳
君
外
百
三
十
五
名
の
方
々
か
ら
衆
議
院
議
長

を
経
由
し
て
内
閣
総
理
大
臣
宛
て
臨
時
国
会
の
召
集
要
求
書
の
提
出
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ま
し
た
が
、
政
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内
閣
鎚
理
大
臣
菅
義
偉
殿

喪
倍
前
内
聞
同
様
、
管
内
間
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
応
で
失
策
を
重
ね
焼
け

て
い
る
。

昨
年
一
月
、
わ
が
国
で
初
め
て
感
染
者
が
確
認
さ
れ
た
が
、
本
格
的
な
対
策
を
検
討
し
始
め
る
ま

で
に
一
か
月
間
も
の
青
重
な
時
間
を
空
僻
す
る
戦
ど
、
初
動
対
応
を
完
全
に
誤
っ
た
心
そ
の
後
も
「
ア

ベ
ノ
マ
ス
ク
」
や
「
Ｇ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
に
象
徴
さ
れ
る
的
外
れ
、
非
科
学
的
、
後
手
後

手
、
支
離
滅
裂
、
朝
今
捺
改
の
対
応
に
悠
始
、
緊
急
事
態
宣
言
と
そ
の
解
除
を
何
度
も
雄
り
返
す
事

態
に
陥
っ
た
。
こ
の
鰭
果
、
多
く
の
国
民
が
、
十
分
奴
補
償
も
鞍
い
ま
ま
に
生
活
、
事
業
な
ど
あ
ら

ゆ
る
面
で
不
自
由
を
強
い
ら
れ
、
生
活
に
困
窮
し
・
事
紫
継
娩
を
断
念
す
る
事
態
に
追
い
込
ま
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
中
、
政
府
与
党
は
、
わ
れ
わ
れ
の
会
期
延
長
の
申
し
入
れ
を
黙
殺
し
、
通
常
国
会
を

閉
会
し
た
◇
そ
の
後
発
梵
し
た
の
が
、
政
府
が
、
酒
の
提
供
を
焼
け
る
飲
食
店
に
つ
い
て
、
金
融
機

関
に
よ
る
働
き
か
け
や
酒
類
販
売
業
者
へ
の
取
引
停
止
を
婆
請
す
る
と
い
う
、
ど
さ
く
さ
紛
れ
の
不

当
な
行
政
指
導
で
あ
る
．
政
府
が
自
ら
、
優
越
的
地
位
を
濫
用
し
た
圧
力
行
使
を
呼
び
か
け
る
の
は
、

法
治
国
家
と
し
て
の
根
幹
を
も
揺
る
が
す
暴
挙
と
言
う
ほ
か
な
い
。

そ
し
て
今
、
国
民
の
不
安
を
よ
そ
に
、
東
京
｜
一
○
’
一
○
才
リ
ン
ヒ
ッ
ク
暁
技
大
会
の
開
催
が
強
行

さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
で
に
各
方
面
か
ら
、
大
会
の
新
型
フ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
は

大
き
な
不
備
が
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
り
、
こ
の
ま
ま
開
催
が
強
行
さ
れ
れ
ば
、
重
大
戦
結
果
を
招
き

か
ね
な
い
。

新
型
ゴ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
に
対
し
、
国
民
が
一
丸
と
な
っ
て
立
ち
向
か
っ
て
い
く
た
め
に
は
、

国
権
の
策
高
機
間
で
あ
る
国
会
を
召
祭
し
、
国
民
の
英
知
を
姑
集
さ
せ
る
し
か
な
い
。
加
え
て
、
各

地
で
頻
発
す
る
豪
雨
災
審
に
対
応
す
る
た
め
に
も
、
臨
時
国
会
の
早
期
召
祭
は
不
可
欠
で
あ
る
⑫

よ
っ
て
こ
こ
に
、
日
本
国
憲
法
第
五
十
三
条
に
基
づ
き
、
立
憲
民
主
党
、
日
本
共
産
党
、
国
民
民

主
党
及
び
社
会
民
主
党
は
、
衆
議
院
熱
風
百
三
十
六
名
の
連
名
に
よ
り
、
速
や
か
に
臨
時
国
会
を
召

集
す
る
よ
う
強
く
求
め
る
。
管
内
間
は
、
憲
法
五
十
三
条
に
錐
づ
く
臨
時
国
会
召
焦
に
つ
い
て
、
「
内

閣
に
は
合
理
的
期
間
内
に
召
集
す
る
法
的
貌
務
が
あ
る
」
と
の
碇
近
の
判
決
も
重
く
受
け
止
め
、
背

任
あ
る
対
応
を
取
、
わ
れ
た
い
。

今
和
三
年
七
月
十
六
日

臨
時
国
会
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者
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◎
参
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文

○
日
本
国
憲
法
（
抄
）

第
五
十
三
条
内
閣
は
、
国
会
の
臨
時
会
の
召
集
を
決
定
す
る

院
の
総
議
員
の
四
分
の
一
以
上
の
要
求
が
あ
れ
ば
、
内
閣
は

な
ら
な
い
。

第
一
一
一以

上
の
議
員
が
連
名
で

○
国
会
法
（
抄
）

条
臨
時
会
の
召
集
の
決
定
を
要
求
す
る
に
は

、

議
長
を
経
由
し
て
内
閣
に
要
求

、

い
ず
れ
か
の
議
院
の
総
議
員
の
四
分
の

菫
冒

、 ｰ

ーを
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

と
が
で
き
る

そ
の
召
集
を
決
定
し
な
け
れ
ば

◎

い
づ
れ
か
の
議

し、
。
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